
雑
損
控
除･

医
療
費
控
除･

小
規
模
企
業

共
済
等
掛
金
控
除･

配
偶
者
特
別
控
除
▼

市･

県
民
税
の
控
除
額
と
同
額

社
会
保
険
料
控
除
▼

８
万
円

障
害
者
控
除(

１
人
に
つ
き)

▼

普
通
27
万

円･

特
別
40
万
円

勤
労
学
生
控
除
▼

27
万
円

子
ど
も
の
名
前
が
記
載
さ
れ

た
保
険
証
と
印
鑑
お
よ
び
次
の
い
ず

れ
か
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
秋
田
市
で
課
税
さ
れ
て
い
る
か

た
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
窓
口

で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

▼

平
成
28
年
度
の
所
得
証
明
書(

総
所

得
、
扶
養
人
数
、
各
種
控
除
内
訳
、
課

税
状
況
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の)

▼

平
成
28
年
度
市(

区
町
村)

民
税･

県

(

都
道
府)

民
税
納
税(

変
更)

通
知
書
兼

特
別
徴
収
税
額
決
定(

変
更)

通
知
書

所
得
制
限
基
準
額(

扶
養
人
数
▼

基
準
額)

父
母
の
所
得
は
合
算
せ
ず
、
そ
れ

ぞ
れ
の
所
得
額
で
判
断
し
、
い
ず
れ

か
が
超
え
る
と
該
当
し
ま
せ
ん
。

乳
幼
児
…
０
人
▼

460
万
円
、
１
人
▼

498

万
円
、
２
人
▼

536
万
円
、
３
人
▼

574
万
円

小･

中
学
生
…
０
人
▼

267
万
２
千
円
、

１
人
▼

305
万
２
千
円
、
２
人
▼

343
万
２

千
円
、
３
人
▼

381
万
２
千
円

＊
扶
養
人
数
が
１
人
増
え
る
ご
と
に
、
所
得

制
限
基
準
額
に
38
万
円
を
加
算
し
ま
す
。

持
ち
物

■
次
の
項
目
は
所
得
か
ら
控
除
で
き
ま
す

第
９
投
票
所
▼｢

南
部
公
民
館｣

か
ら｢

牛

島
小
学
校｣

へ
変
更

第
46
投
票
所
▼｢

川
村
善
二
所
有
作
業

所｣

か
ら｢

下
浜
桂
根
公
民
館｣

へ
変
更

◆

秋
田
市
長
選
挙
立
候
補
予
定
者
説
明
会

日
時
▼

３
月
７
日
(火)
午
後
３
時
〜
５
時

会
場
▼

市
役
所
６
階
６-

Ａ
会
議
室

●
問
い
合
わ
せ
　
市
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
☎(

８
８
８)

５
７
８
６

３
月
18
日
(土)
に
休
館
▼

西
部
市
民
Ｓ
Ｃ(

住
民
票
の
写
し
な
ど
を

交
付
す
る
自
動
交
付
機
は
使
用
可)

☎(

８
８
８)

８
０
８
０

南
部
市
民
Ｓ
Ｃ(

自
動
交
付
機
も
使
用
不

可)

☎(

８
３
８)

１
２
１
２

３
月
19
日
(日)
に
休
館
▼

東
部
市
民
Ｓ
Ｃ

☎(

８
５
３)

１
０
３
９

＊
３
施
設
と
も
貸
出
施
設
、
子
育
て
交

流
ひ
ろ
ば
も
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

次
の
①
②
に
該
当
す
る
か
た
は
、
申

請
す
る
と｢

福
祉
医
療
費
受
給
者
証｣

が

交
付
さ
れ
、
診
療
の
際
に
受
給
者
証
と

健
康
保
険
証
を
一
緒
に
医
療
機
関
に
提

示
す
る
と
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分

(

１
〜
３
割)
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

①
子
ど
も
の
福
祉
医
療
制
度
の
対
象

０･

１
歳
▼

全
員
に
入
院･

通
院
医
療
費

を
助
成
し
ま
す
。
所
得
確
認
あ
り

２
〜
６
歳
▼

入
院
は
全
員
に
助
成
し
ま

す
。
通
院
は
所
得
制
限
あ
り

小･

中
学
生
▼

入
院･

通
院
と
も
に
所
得

制
限
あ
り

＊
お
子
さ
ん
が
１
歳
以
上
で
、
市(

区
町

村)

民
税
所
得
割
が
課
税
さ
れ
て
い

る
世
帯
は
、
自
己
負
担
分
の
半
額
を

お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、

医
療
機
関
や
薬
局
ご
と
に
月
額
１
千

円
が
上
限
で
す
。

ひ
と
り
親
家
庭
、
父
母
が
い
な
い
家

庭
、
父
か
母
が
重
度
の
身
体
障
害
者
手

帳
を
お
持
ち
の
家
庭
▼

18
歳
ま
で
の
お

子
さ
ん(

18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
３
月
31
日
ま
で)

が
対
象
で
す
。

所
得
制
限
あ
り
。
お
子
さ
ん
が
就
職
な

ど
で
、
社
会
保
険
本
人
に
な
る
と
該
当

し
ま
せ
ん

②
障
が
い
児(

者)

の

福
祉
医
療
制
度
の
対
象

重
度
障
が
い
児(

者)

▼

身
体
障
害
者
手

帳
１
〜
３
級
か
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち

の
か
た
。
社
会
保
険
本
人
は
所
得
制
限

あ
り

高
齢
身
体
障
が
い
者
▼

65
歳
以
上
で
身

体
障
害
者
手
帳
４
〜
６
級
を
お
持
ち
の

か
た
。
社
会
保
険
本
人
は
該
当
し
ま
せ

ん
。
所
得
制
限
あ
り

＊
健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
か
た
な
ど

は
、
新
し
い
健
康
保
険
証
と
印
鑑
を

持
っ
て
、
次
の
窓
口
で
福
祉
医
療
の

変
更
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
と
変
更
手
続
き
の
窓
口

①
子
ど
も
の
福
祉
医
療
制
度
は

子
ど
も
総
務
課(

市
役
所
２
階)

☎(

８
８
８)

５
６
９
１

Ｆ
Ａ
Ｘ(

８
８
８)

５
６
９
３

＊
詳
し
く
は
下
段
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

②
障
が
い
児(

者)

の
福
祉
医
療
制
度
は

障
が
い
福
祉
課(

市
役
所
１
階)

☎(

８
８
８)

５
６
６
３

Ｆ
Ａ
Ｘ(

８
８
８)

５
６
６
４

…
西
部･
南
部･

北
部･

河
辺･

雄
和
の
各

市
民
Ｓ
Ｃ
、
駅
東
Ｓ
Ｃ
で
は
、
①
②

と
も
受
け
付
け
ま
す
。

■
乳
幼
児
、
小･

中
学
生
の
福
祉
医
療
制

度
の
申
請
に
つ
い
て

８

現
在
、
新
庁
舎
の
開
庁
に
よ
る
利
用
者
の
増

加
と
屋
外
環
境
整
備
工
事
に
伴
い
、
市
役
所
駐

車
場
が
混
雑
し
て
お
り
ま
す
。

市
役
所
や
中
央
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

へ
は
、
で
き
る
だ
け
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用

い
た
だ
く
か
、
乗
り
合
わ
せ
て
お
越
し
く
だ
さ

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

市の事業について、詳しくは各課へお問い合わせいただくか、下記ページをご覧ください。
u公式ホームページ　http://www.city.akita.akita.jp/
u公式ツイッター　https://twitter.com/akitacity
u秋田市役所Facebookページ　https://www.facebook.com/city.akita

市
役
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
文
中｢

Ｓ
Ｃ｣

は
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
略

選
挙

せ
ん
き
ょ

の
第だ

い

９･

第だ
い

46
投と

う

票ひ
ょ
う

所じ
ょ

が
変か

わ
り
ま
す

市し

民み
ん

Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

が
保ほ

守し
ゅ

点
検

て
ん
け
ん

の

た
め
臨り

ん

時じ

休き
ゅ
う

館か
ん

し
ま
す

医い

療り
ょ
う

費ひ

の
自
己
負

じ

こ

ふ

担
分

た
ん
ぶ
ん

が

軽
減

け
い
げ
ん

さ
れ
る
福ふ

く

祉
医

し

い

療り
ょ
う

費ひ

の
申
請

し
ん
せ
い

を
忘わ

す

れ
ず
に

正面玄関付近



｢

自
分
が
や
り
た
い
こ
と
＋
さ
さ
え

あ
い→

エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
シ
テ
ィ

(
高
齢
者
に
や
さ
し
い
都
市)｣

が
テ
ー
マ

で
す
。
参
加
無
料
。
先
着
100
人
。
直
接

会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時
▼

３
月
24
日
(金)
午
後
１
時
30
分
〜

４
時
30
分
　

会
場
▼

市
役
所
５
階
の
正
庁

内
容

◆
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
基
盤
と

な
る
〝
支
え
合
い
〞
を
広
げ
る
た
め

の
事
例
紹
介
や
意
見
交
換

◆
東
京
大
学
高
齢
社
会
総
合
研
究
機
構

の
後
藤
純
さ
ん
に
よ
る｢

エ
イ
ジ
フ

レ
ン
ド
リ
ー
シ
テ
ィ
と
人
生
100
歳
時

代｣

と
題
し
た
ミ
ニ
講
座
な
ど

●
問
い
合
わ
せ
　

長
寿
福
祉
課
☎(

８
８
８)

５
６
６
８

洗
濯
済
み
の
古
着
を
無
料
で
回
収
し

ま
す
。
透
明
な
袋
に
入
れ
て
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
制
服･

学
生
服
も
回

収
し
、
無
料
で
市
民
へ
提
供
し
ま
す
。

日
時
▼

３
月
12
日
(日)
午
後
１
時
〜
３
時

30
分
　
会
場
▼

市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル

回
収
で
き
る
物
▼

背
広(

ネ
ー
ム
が
付
い

て
い
な
い
も
の)

、
制
服･

学
生
服
、
ス

カ
ー
ト･

ズ
ボ
ン
、
パ
ジ
ャ
マ
、
ハ
ン
カ

チ
、
ス
カ
ー
フ
、
ネ
ク
タ
イ
、
ト
レ
ー

ナ
ー
、
セ
ー
タ
ー
、
子
ど
も･

ベ
ビ
ー
服

回
収
で
き
な
い
物
▼

汚
れ
が
ひ
ど
い
も

の
、
ビ
ニ
ー
ル
製
品
、
ゴ
ム
製
品
、
下

着
、
布
団
、
枕
、
着
物
、
じ
ゅ
う
た
ん
、

カ
ー
ペ
ッ
ト
、
足
ふ
き
マ
ッ
ト
、
防
寒

具(

着)

、
手
袋

●
問
い
合
わ
せ
　

環
境
総
務
課
☎(

８
８
８)

５
７
０
５

秋
田
市
環
境
活
動
推
進
協
議
会
事
務
局

☎
０
９
０-

６
２
２
３-

４
４
０
６

今
年
度
、
高
齢
者
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク

チ
ン
定
期
接
種
の
対
象
と
な
る
か
た
の

助
成
期
限
は
３
月
31
日
(金)
で
す
。
接
種

が
ま
だ
の
か
た
は
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

対
象
▼

秋
田
市
に
住
民
票
が
あ
り
、
次

の
①
か
②
に
該
当
す
る
か
た

①
平
成
29
年
３
月
31
日
時
点
で
65･

70･

75･

80･

85･

90･

95･

100
歳
の
か
た

＊
昨
年
４
月
に
は
が
き
を
お
送
り
し
て

い
ま
す
。

②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
心
臓
、
腎

臓
、
呼
吸
器
の
機
能
ま
た
は
ヒ
ト
免

疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能

に
障
が
い
が
あ
る
か
た

接
種
料
金(

自
己
負
担
額)

▼

医
療
機
関

の
接
種
料
金
か
ら
市
の
助
成
額(

市
民

税
課
税
世
帯
は
５
千
17
円
、
非
課
税
世

帯
は
６
千
17
円)

を
差
し
引
い
た
額
。

生
活
保
護
受
給
者
は
無
料

接
種
方
法
▼

健
康
保
険
証
な
ど
生
年
月

日
の
分
か
る
も
の
と
市
か
ら
届
い
た
は

が
き
を
持
っ
て
、
市
と
契
約
し
た
医
療

機
関
で
接
種
し
て
く
だ
さ
い(

事
前
に

予
約
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す)

●
問
い
合
わ
せ
　

健
康
管
理
課
☎(

８
８
３)

１
１
７
９

広報あきた　平成29年３月３日号９

〝
生せ

い

活か
つ

支し

援え
ん

体た
い

制せ
い

整せ
い

備び

事じ

業ぎ
ょ
う

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〞を
開
催

か
い
さ
い

住み慣れた地域で
暮らし続けるために
｢介護予防･日常生活支援総合事業｣が始まります

高齢のかたが住み慣れた地域で介護を必要としな
い暮らしを続けていくため、市では、４月から｢介護
予防･日常生活支援総合事業｣を始めます。
総合事業では、｢参加｣｢活動｣の視点を取り入れるこ

とで、高齢者が地域の中で役割を持ちながら、いきい
きと生活が続けられることをめざしています。

■訪問介護と通所介護が総合事業に移行します

要支援認定１、２のかたに対するサービス(予防給
付)のうち、訪問介護(ホームヘルプサービス)と通所
介護(デイサービス)が、｢介護予防･日常生活支援総合
事業｣に移行します。事業の枠組みは変わりますが、
受けるサービスの内容･料金に変更はありません。
なお、訪問･通所型以外のサービス(福祉用具貸与な

ど)はこれまで通り予防給付として実施します。

訪問型サービス(ホームヘルプ)と通所型サービス
(デイサービス)のみを利用するかたで、基本チェック
リストに該当するかたは、要支援認定を受けていなく
てもサービスを利用できるようになります。
なお、総合事業のサービスを利用したあとでも、介

護保険の認定の申請ができます。

長寿福祉課☎(888)5668･FAX(888)5667問い合わせ

古ふ
る

着ぎ

を
活か

つ

用よ
う

し
て

ご
み
減げ

ん

量り
ょ
う

し
ま
せ
ん
か
！

高
齢
者

こ
う
れ
い
し
ゃ

用よ
う

肺
炎

は
い
え
ん

球き
ゅ
う

菌き
ん

ワ
ク
チ

ン
の
予よ

防ぼ
う

接
種

せ
っ
し
ゅ

は
早は

や

め
に


